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香港政府、本拠地移転制度に関する最新の立法提案を公表

香港政府の財経事務及び庫務局（以下、「FSTB」）は、香港の本拠地移転制度（Re-domiciliation Regime）に関する過
去のコンサルテーション・ペーパーについて、当該コンサルテーションの結論と立法提案を公表しました。

当該コンサルテーション・ペーパーの結論では、寄せられた意見を要約して対応するとともに、当初の立法提案に対して、
いくつかの改善点と変更点を概説しています。

本号では、FSTBへ寄せられた意見と、最新の立法提案に対するFSTBの見解について紹介します。
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香港への本拠地移転のみを対象とする立法アプローチを維持

一部の回答者からは、提案されている新制度が香港への本拠地移転のみでなく、香港から香港外への本拠地移転も認

めることで、参入企業により一層の柔軟性を与えることができるのではないかという意見がありました。

FSTBはこれに対し、この新制度案は市場のニーズに応えるものであり、特に保険業界からの、海外に本拠地を置く一部

の企業が、香港外の国・地域におけるコンプライアンス費用の増加を理由に、本拠地を移転したいと考える可能性がある

という意見へ対応するものであると述べています。このような費用増加の要因としては、特定のタックスヘイブン（租税回避

地）で事業を行う企業に求められる経済的実体要件や、大手多国籍企業グループに対して課されるグローバル最低課税

などが挙げられます。しかし、FSTBは、香港企業が他の国・地域に本拠地を移転しようとする実際のニーズは見られない

と述べています。

FSTBは、市場のニーズにできるだけ早く応えるという観点から、香港政府の政策意図に沿って香港への本拠地移転制度

を優先することが適切だと考えています。また、シンガポールやオーストラリアでも同様のアプローチが採用されており、そ

れぞれの政策目標と発展ニーズに合わせて、自国への本拠地移転制度のみが導入されています。

香港に本拠地を移転できる会社の種類を5種類から4種類に減らす

FSTBは、有限責任保証会社（companies limited by guarantee）が本拠地を香港に移転する需要が見られないことか

ら、香港の新制度案は現在、以下の4種類の会社のみを制度の対象としています。すなわち、（i）非公開有限責任株式会

社（private companies limited by shares）、（ii）公開有限責任株式会社（public companies limited by shares）、
（iii）非公開無限責任株式会社（private unlimited companies with share capital）、（iv）公開無限責任株式会社

（public unlimited companies with share capital）です。

ただし、本拠地移転をした会社は、その法人格を維持するため、本拠地移転手続きを通じて会社の種類を変更することは

認められません。

財務諸表の作成・監査期限の緩和

債務支払能力を証明するための財務諸表について、本拠地移転の申請前の作成期限が緩和され、これまでの3カ月以内

ではなく、12カ月以内に延長されることが提案されています。

特に、これらの財務諸表の監査は、発行国・地域の法律又は適用される規制規則が監査を要求している場合にのみ必要

となります。

株主の同意要件の簡素化

本拠地所在地の法律又は移転申請をする会社の定款のいずれにおいても、本拠地移転に関して株主の同意を要求して

いない場合にのみ、適格株主の75%以上による決議（会議での決議又は書面決議）の同意が必要となります。

本拠地所在地での登録抹消期限の緩和

香港で本拠地移転証明書を取得した後、元の本拠地所在地にて登録を抹消する期限は当初60日でしたが、現在は120
日に延長されています。なお、申請会社は、必要に応じて期限延長を申請することも可能です。

債務支払能力及びコンプライアンス状況の証明に関する新たな要件

移転申請をする会社の債務支払能力及びコンプライアンス状況を証明するために、法律意見書が必要となります。この法

律意見書は、当該会社の元の本拠地所在地における法律を専門とする法律専門家によって作成されることが必要とされ、

また、以下の事項を含む多くの事項について意見を述べる必要があります。

(i) 移転申請をする会社が元の本拠地所在地において適法に登録され、有効に存続しており、かつ、清算中でないこと

(ii) 会社の種類、本拠地移転に関する株主の許可・同意、及び移転後の会社の種類・社名、定款案の採択

(iii) 移転申請をする会社が提案する本拠地移転が元の本拠地所在地の法律に適合していること

最新の立法提案について
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本拠地移転に伴って二重課税が生じた場合、片務的税額控除が可能

過去のコンサルテーション・ペーパーにはなかった新たな措置として、香港に本拠地移転をした会社に対して片務的税額

控除が提供され、元の本拠地所在地にて本拠地移転に伴い未実現利益として課税された場合、香港移転後に実際に得

られた利益に対する課税において当該片務的税額控除が適用されます。

政策意図の立法提案への明示的な反映

FSTBは、立法提案において、本拠地移転によって新たな法人が設立されるわけではなく、企業の財産、権利、義務・責任、

及び関連する契約上・法律上の手続きに影響を与えないことを明示的に規定する、と述べています。

香港に本拠地移転をした会社は、一般的に、香港法人と同じ権利を有し、会社法（以下、「CO」）に基づく関連要件を遵守

する必要があります。

金融機関向けの具体的な措置

FSTBは、保険業法（Cap. 41）、銀行法（Cap. 155）及び関連する附属法令の改正を提案しています。これにより、本拠地

を香港に移転して元の本拠地所在地から登録抹消を完了した保険会社や銀行（認可金融機関、以下、「AI」）について、香

港で設立された同種事業者と同様の規制・監督を受けることを確保します。

香港外で設立された保険会社やAIは、香港会社登記所（以下、「CR」）への本拠地移転の申請を行う前に、香港の各規制

当局に連絡し、香港で設立された同種事業者に適用される規制要件を満たす能力について、必要な評価を事前に実施す

る必要があります。

また、FSTBは法改正に加え、CRと金融規制当局との間の調整を促進するための実務上の取り決めも検討します。

香港で登記されている非香港企業向けの円滑化措置

FSTBは、銀行口座や決済ゲートウェイなどの事業継続性を確保するため、CO及び事業登録法（Cap. 310）に基づいて具

体的な措置を講じ、香港で登記されている非香港企業が本拠地を香港に移転した後も、香港で事業を行うために使用して

いる会社名（会社法で定義される法人名又は承認商号）及び事業登録番号を保持できるようにします。また、CRと内国歳

入局の間で行われている同時事業登録に関する措置も、会社の本拠地移転申請に適用されます。
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論評

EYは、FSTBが、会社の本拠地移転に関する立法提案を更新するにあたり、過去のコンサルテーション・ペーパーに寄せ

られた数多くの意見や提案を取り入れていることを歓迎します。

しかし、FSTBは、一部の回答者が提起したいくつかの問題に対しては未解決のままとしています。これには、（i）本拠地移

転をした会社は、移転に伴って香港設立会社と見なされ、香港の租税条約の下で香港居住者として認められるか、（ii）本
拠地移転をした会社の株式譲渡には香港印紙税が課されるかどうかが含まれます。

実際、租税条約上の目的以外では、内国歳入法（以下、「IRO」）のさまざまな規定に基づく特定の所得や軽減に関する税

務上の措置は、会社が香港設立であるかどうかによって異なります（例えば、海運業についてのセクション23Bや、片務的

税額控除に関するセクション50AAA及び50AAABなど）。

立法提案では、香港に本拠地移転をした会社について、IROの適用上、香港設立会社と見なすことができる一方で、租税

条約は二国間条約の性質を有するため、このようなみなし規定が租税条約の下で適用できるかどうかは、明確ではありま

せん。

同様に、経済協力開発機構（以下、「OECD」）の税源浸食・利益移転イニシアティブに基づくグローバル最低課税の適用に

おいても、このようなみなし規定により、本拠地移転をした会社が香港の納税居住者と見なされるかどうかも不明確です。

香港政府がOECDと協議し、この点について明確化することが必要と考えられます。

印紙税の問題については、本拠地移転をした会社がCOを遵守する必要があり、株式譲渡の登記を香港で行うことが求め

られることから、当該会社の株式譲渡は香港印紙税の課税対象となるでしょう。

本拠地移転制度案の魅力を高めるために、本拠地移転をした会社の株式譲渡に関する印紙税の免除を検討する意見が

あります。しかし、そのような免除を認めることが適切かどうかについては、原則や公平性の観点から議論の余地がある

かもしれません。

特に、香港に本拠地移転をした会社に対するCOの適用規定について、どのように解釈すべきかを明確化する必要があり

ます。例えば、本拠地移転をした会社の取締役会は移転後の最初の財務諸表を作成する際、会計年度の初日と本拠地

移転日が異なる場合、COのセクション379を考慮して、どちらの日付を基準に財務諸表の作成を開始すべきかといった点

を明確にする必要があります。

本立法提案は、今年の最終四半期に立法会に提出される予定です。香港への本拠地移転をご検討中の方、または本件

に関してご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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